
川崎市産業廃棄物処理指導計画(概要版) 
令和4（2022） 年度 ～ 令和7（2025) 年度

脱炭素化を見据えた安全・安心で持続可能な循環型社会の実現

基本理念

目標

目標1 令和7（2025）年度における排出量2,500千トンを目指します。

令和7（2025）年度における再生利用率32％を目指します。目標2

令和7（2025）年度における最終処分量43千トンを目指します。

川崎市では、産業廃棄物の3R及び適正処理を推進し、循環型社会を実現することを目指して、産

業廃棄物行政の方向性や事業者等に対する指導方針を明らかにした「川崎市産業廃棄物処理指
導計画」（第1次～6次）を策定して産業廃棄物施策を推進してきました。その結果、産業廃棄物の
排出量や最終処分量は長期的には減少傾向にあります。
一方で、今後の産業廃棄物施策に関しては、より一層の3Rや適正処理等の推進に加え、令和32

（2050）年の脱炭素社会の実現や、プラスチック資源循環、災害廃棄物対策等への対応が求められ
ています。

こうした社会状況の変化等を踏まえて総合的かつ計画的に産業廃棄物施策を推進していくため、
新たな川崎市産業廃棄物処理指導計画を策定しました。

目標4

施策の柱Ⅰ 脱炭素化の推進

施策の柱

温室効果ガス排出量の削減に向けて、プラスチック資源循環等を推進し、令和32（2050）
年の脱炭素社会の実現を目指します。

施策の柱Ⅱ 災害・緊急時の廃棄物対策

災害時や緊急時に発生する廃棄物の処理を迅速かつ円滑に行うため、事業者や関係機
関等と連携・協働した対策を進めていきます。

施策の柱Ⅲ 3R・適正処理の推進

各種リサイクル法の推進や、適正処理に向けた指導等を充実・強化することで、産業廃
棄物の更なる3Rや適正処理を推進します。

施策の柱Ⅳ 環境保全意識の向上

排出事業者、処理業者、市民及び市の各主体間の相互理解を図り、市民や事業者の環
境保全意識の向上を図ります。

令和7（2025）年度における廃プラスチック類の再生利用率71％を
目指します。

目標3
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川崎市の産業廃棄物の排出状況

・排出量：2,556千トン

・再生利用率：31.7%

・最終処分量：68千トン

単位：千トン

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

川崎市川崎区宮本町1

TEL   044-200-2596 FAX   044-200-3923
E-mail    30haiki@city.kawasaki.jp

令和4（2022）年3月発行
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図1 排出量と最終処分量の推移

図3 排出量の業種別内訳

(令和元（2019）年度)

・産業廃棄物の排出量及び最終処分量は長期的には減少傾向にあります。【図1】

・種類別の内訳は、汚泥の排出量が最も多く64.9%、次いでがれき類13.1%となっています。【図2】

・業種別の内訳は、電気・水道業の排出量が最も多く、次いで製造業、建設業の順で、この3業種

で98%を占めています。【図3】

川崎市産業廃棄物実態調査(令和元（2019）年度実績)

【産業廃棄物の排出状況】

【産業廃棄物の排出・処理状況のフロー】
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